
〇 新潟市保健所感染症診査協議会運営要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号。以下「法」という。）第２４条第１項の規定に基づき設置する新潟

市保健所感染症診査協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し，法及び新潟市保健

所感染症診査協議会条例（平成１１年新潟市条例第２号。）に定めるもののほか，必要な

事項を定めるものとする。 

 

 （委員） 

第２条 協議会の委員は，法第２４条第５項に定める者のうち次の表に定めるとおりとす

る。 

法２４条第５項に定める者 任命又は委嘱する者 人数 

感染症指定医療機関の医師 新潟市民病院の医師及び結核

指定医療機関の医師 
４人以内 

感染症の患者の医療に関し学

識経験を有する者 

新潟市医師会の推薦を受けた

者等 
４人以内 

法律に関し学識経験を有する

者 

新潟県弁護士会の会員 
２人以内 

医療及び法律以外の学識経験

を有する者 

新潟市人権擁護委員の職にあ

る者 
２人以内 

 

 （部会） 

第３条 結核患者の入院及び医療に関する診査を担当する部会を置き，前条の協議会委員

より構成し，次の表に定めるとおりとする。 

法２４条第５項に定める者 人数 

感染症指定医療機関の医師 ３人以内 

感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者 ３人以内 

法律に関し学識経験を有する者 ２人以内 

医療及び法律以外の学識経験を有する者 ２人以内 



 

 （会議） 

第４条 会長は，次に掲げる事項について諮問がある場合は，速やかに会議を招集するも

のとする。ただし，結核についての諮問は，月１回定例日を設けて会議を招集する。 

（１）  法第２０条第１項に規定する入院の勧告（２）法第２０条第４項に規定する入院 

の延長 

 （２）法第１８条第１項に規定する就業制限 

 （３）法３７条の２に規定する結核患者の医療 

 

２ 会長は，新潟市以外で法第１９条第１項に規定する入院勧告を行った者から前項に規

定する諮問を受けた場合に，当該担当者から入院の経緯及び現在の患者の病状等審議に

必要な事項について説明を求めることができる。 

３ 諮問の対象者の主治医が委員である場合は，当該決議に参加できない。 

４ 会長は，決議後次に掲げる区分にしたがい，答申するものとする。 

（１）  法第１８条第１項に規定する就業制限の通知（結核は除く）について「感染症患 

者の就業制限の要否について（答申）（別記様式第１号）」による。 

（２）  法第２０条第１項に規定する入院の勧告（結核は除く）について「感染症患者の 

入院の要否について（答申）（別記様式第２号）」による。 

（３）  法第２０条第４項に規定する入院の延長（結核は除く）について「感染症患者の 

入院延長の要否について（答申）（別記様式第３号）」による。 

（４）  結核患者に対する法第１８条第１項に規定する就業制限通知及び法第２０条１ 

項，第４項に規定する入院の勧告について「感染症の予防及び感染症の患者に対す 

る医療に関する法律第１８条・第２０条・並びに第３７条の２に関する答申書（別 

記様式第４号）」による。 

 

 （緊急診査協議会） 

第５条 前条第１項第１号のうち結核患者に関する諮問を行う場合は，緊急診査協議会と

して会長または副会長に書面で了承を得る。その後最初に開催される協議会において改

めて審議を行う。 

 



 （庶務） 

第６条 協議会の庶務は，保健所保健管理課において処理する。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は，当分の間，所要の

調整をして使用することができる。  



別記様式第１号  

 

 

感染症患者の就業制限の要否について（答申）  

 

 

年  月  日付   号で諮問の標記について，下記のとおり答申します。  

 
記  

 

 
 

１ 診査対象者住所・氏名  

 

    住所  

    氏名  

 

２ 就業制限の要否 

 

   □就業制限を必要と認める。 

     [   年 月 日 時から   年 月 日 時まで] 

 

   □就業制限を必要としない。 

 

 

 

  理由：  



別記様式第２号  

 

 

感染症患者の入院の要否について（答申）  

 

 

年  月  日付   号で諮問の標記について，下 

記のとおり答申します。  

 
記  

 

 
 

１ 診査対象者住所・氏名  

 

    住所  

    氏名  

 

２ 入院の要否 

 

   □入院を必要と認める。 

     [   年 月 日 時から   年 月 日 時まで] 

 

   □入院を必要としない。 

 

 

 

  理由：  



別記様式第３号  

 

 

感染症患者の入院延長の要否について（答申）  

 

 

年  月  日付   号で諮問の標記について，下記のとおり答申します。  

 
記  

 

 
 

１ 診査対象者住所・氏名  

 

    住所  

    氏名  

 

２ 入院延長の要否 

 

   □入院延長を必要と認める。 

     [   年 月 日 時から   年 月 日 時まで] 

 

   □入院延長を必要としない。 

 

 

 

  理由：  
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